
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会長の選任について 

♪こがくらんらん♪ 
令和２年６月号 

発行:小ヶ倉地域センター 
🏣850-0961 長崎市小ヶ倉町 2丁目 21-2 

☎ 095-878-5301 (R2.5.25 日発行) 
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小ヶ倉町 1丁目中自治会（58世帯 自治会長：松永 薫） 

 小ヶ倉町 1丁目中自治会は、昭和 25年に上中自治会として発足し、昭

和 28 年に上揚自治会と分離し現在に至っています。区域内には、国道

499 号線沿いの海側に生コン工場などが立地し、その向かいの山側に住

宅地が広がっています。 

明治 10年に、現在の中自治会公民館の地に小ヶ倉小学校が創立されま

した。また現在の中町公園には小ヶ倉村役場（後の旧支所）が設置され、

傍には交番や消防分団も置かれるなど、主要な施設が中自治会の地に集

中していました。 

中自治会の活動としては、公園管理や敬老会、町民からの要望対応、

階段の白ペンキ塗り等を実施しています。また、特に地蔵尊大祭（1月）

は昔から続いており、諸先輩の培ってきた信仰を絶やす事なく親睦を深

めながら、高齢者に優しいまちづくりに取り組んでいきたいと思います。 

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている方への 

長崎市の支援制度について 

 ◆特別定額給付金◆ 

   1人あたり 10万円が給付されます。申請は郵送方式とオンライン方式があり、郵送方式で

の申請書の提出は、感染拡大防止の観点から、同封の返信用封筒（切手不要）で市へ郵送す

るようにしてください。 

 

小ヶ倉地域人口世帯数(令和 2年 4 月末現在)

人口 8,602人(男 3,998人、女 4,604人)

世帯数 3,874世帯 

 ◆子育て世帯への臨時特別給付金◆ 

   小学校等の臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援

するため、児童手当を受給する世帯（特例給付は除く）に対し、対象児童 1 人につき 1 万円

が給付されます。申請は不要（公務員を除く）です。 

 

 

◆事業持続化支援金（小売、飲食店）◆ 

   新型コロナウイルス感染症により、経営が悪化した市内小売店や飲食店の経営基盤強化を

図るため、支援金が支給されます。 

◆事業持続化支援金◆ 

  上記小売、飲食店への支援金の対象とならなかった全ての業種について、国の持続化給付金

の要件を満たさない事業者を対象として支援金が支給されます。 

※他にも生活資金にお困りのかたへ資金をお貸しする「緊急小口資金特例貸付」や、市税等、上下水道料金

などの猶予・減免制度もあります。詳しくは広報ながさき 6月号、市ホームページをご確認ください。 

地蔵尊 

ダイヤランド小ヶ倉アパート自治会長に 

大迫元二さんが選出されました！ 

どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民小ヶ倉プールの清掃について 

6 月 21 日（日）9 時から地域の方が主体とな

って市民小ヶ倉プールの清掃を行います！ 

お誘いあわせの上、ご参加ください！ 

！！！ 

、ご参加くださいご参加くださいごｐｐｐ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の発生に乗じた不審な電話等が確認されています。 

 市や国が現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めるこ

とは絶対にありません！詐欺にご注意ください！ 
 
【事例】出典：警察庁ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症への対応について」 

・ 労働局職員を騙
かた

る者から「コロナ対策で助成金が出る。マスクも送付する。手続きの

ために口座を登録してほしい。」等と電話があり、無人ＡＴＭに向かうよう指示があっ

た。 

・ 「マスク５０枚入」等の身に覚えのない注文に対して支払を求める内容のメールを受

信した。 

・ 水道業者を名乗る者から電話にて「水道管にコロナウイルスが付着しており、これを

除去するのにお金がかかる。」などと申し向けられた。 

 

長崎市民の皆さんへ 

“新しい生活様式”を上手に取り入れましょう！ 

 長崎の緊急事態宣言は解除されましたが、再度感染が拡大する恐れはあるため、

感染拡大を予防する新しい生活様式に移行していく必要があります。 

 ”新しい生活様式”の実践例として以下のようなものが示されています。 


